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「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」（令和４年 12 月公表） 

  ◆「Ⅰ 学校部活動」の部分の改訂ポイント  

   ※「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」及び「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を一つに統合している。 

 

～平成 30 年度策定のガイドラインとの比較（概要）～ 

運動部・文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン 
（平成３０年度策定） 

学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的な 
ガイドライン                     （令和４年１２月策定） 

１適切な運営のための体制整備 

 

 

 

 

２合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進 

 

３適切な休養日等の設定 

 

４生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化芸術環境の整備 

 （１）生徒のニーズを踏まえた運動部、文化部の設置 

 

 （２）地域との連携等 

 １適切な運営のための体制整備（追記）                           Ｐ．６～ 
  カ．部活動指導員や外部指導者を配置し、必ずしも教師が直接休日の指導や大会引率

に従事しない体制を構築する。 
  キ．設置者は部活動指導員に対して、体罰やハラスメント、服務について研修を行う。 
  ク．都道府県は人材バンクの整備などの支援を行う。 
２合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進              Ｐ.８～ 

  ※変更なし 

 ３適切な休養日等の設定                       Ｐ.10～ 

    ※変更なし 

 ４生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化芸術環境の整備(追記)     Ｐ.11～ 

 ウ．スポーツ等が苦手な生徒や障害のある生徒が参加しやすいよう配慮する。 

 エ．部活動に強制的に参加させることがないようにする。 

 ５学校部活動の地域連携(追記)                    Ｐ．12～ 

 イ．地域の実情に応じ、学校種を超え多様な交流の機会を設ける。 

 エ．平日においても、できるところから地域団体等と連携し活動する日を増やす。 

 オ．地域の活動内容等も生徒等に周知し生徒が自分にふさわしい活動を選択できる 

   ようにする。 


